
名護市介護予防・日常生活支援総合事業
令和6年度報酬改定に伴う

変更点について



3,727単位の誤り

※出典：介護保険最新情報 Vol.1210 令和6年3月7日



※出典：介護保険最新情報 Vol.1210 令和6年3月7日



【変更点及び留意点】

上限が回数から単位（3,727単位）に変更

「基準」「実施上の留意事項」を踏まえ、規定の単位を
上限とし、1月当たりの適切な利用回数を計画に位置付
けることとする。

※参照

介護保険最新情報Vol.1221

介護保険最新情報Vol.1222 



介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（抜粋）

（介護保険最新情報Vol.1221）

指定相当訪問型サービスの基本取扱方針

① サービスの提供に当たっては、介護予防とは、単に高齢者の運動機能や栄養改善

といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの心身機能の改善

や環境調整等を通じて、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならず

自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として行われるも

であることに留意しつつ行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であ

ることから、サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニ

ケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努

めること。

③「利用者の自立の可能性を最大限引出し支援を行う」ことを基本として、利用者

のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮する。



訪問型サービスの意義

（介護保険最新情報Vol.1222）

指定相当訪問型サービスは、基準告示第３条に定めるとおり、そ
の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営
むことがで きるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活
全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回
復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの
である。 このため、訪問型サービスについては、指定訪問介護
の「身体介護中心 型」及び「生活援助中心型」の区分を一本化
した区分を定めるとともに、1回当たりの単位数については、高
齢者の選択肢の拡大の観点から、一 部当該区分と同様の区分を
設けているものであり、特に生活援助中心型 の単位数を算定す
るに当たっては、要支援者等のできることを阻害することのない
よう留意すること。



【月定額報酬による計画を策定する場合の留意点】
（介護保険最新情報Vol.1222）

●適切なアセスメントに より作成されたケアプラン等において、
サービス担当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案
して、標準的に想定される 一週当たりのサービス提供頻度に基づき、
訪問型サービス費イ⑴から ⑶までの各区分を位置付けること。
● その際、１回当たりのサービス提供時間については、ケアプラン等に
おいて設定された生活機能向上に係る目標の達成状況に応じて必要な
程度の量を指定相当訪問型サービス事業実施者が作成する訪問型サービ
ス計画に位置付けること。なお、サービス提供の時間や回数については、
利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更され
るべきものであって、当初の訪問型サービス計画における設定に必ずし
も拘束されるべきものではなく、目標が達成された場合は、 新たな課
題に対する目標を設定し改善に努めること。



利用と請求方法について
例① 要支援2の利用者が現行相当訪問型の標準的なサービスを利用する場合、ケアプランに、週当

りの利用回数を週2回程度と定めた場合。

➡月当たりの定額払いで算定する。

提供票は2,349単位（月単位）で作成。 ※実績が予定回数を下回る場合は回数単位。

例② 要支援2の利用者が現行相当訪問型の標準的なサービスを利用する場合、ケアプランに、月当

たりの利用回数を定めた場合。

例）毎週2回の利用が必要ではなく、偶数2回でよいので月当たり6回利用になる場合

➡・計画予定通り利用となったとき 287単位×6回＝1,722単位

・利用しない日が2日あったとき 287単位×4回＝1,148単位

例③ 要支援1の利用者が現行相当訪問型の生活援助が中心のサービスを利用する場合、ケアプランに、

月当たりの利用回数を定める場合。

例）居室の掃除とごみ出しで45分以上の生活援助

毎週2回の利用で月当たり8回の利用となる場合

➡ 220単位×8回＝1,760単位







介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（抜粋）

（介護保険最新情報Vol.1221）

指定相当通所型サービスの基本取扱方針

① サービスの提供に当たっては、介護予防とは、単に高齢者の運動機能や栄養改善

といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの心身機能の改善

や環境調整等を通じて、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならず

自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として行われるも

であることに留意しつつ行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であ

ることから、サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニ

ケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努

めること。

③「利用者の自立の可能性を最大限引出し支援を行う」ことを基本として、利用者

のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮する。



通所型サービスの意義

（介護保険最新情報Vol.1222）

指定相当通所型サービスの基本報酬においては、入浴介助及び運動器機能

向上サービスの実施に係る費用が包括評価されているところであり、指定

相当通所型サービスは、基準告示第 47 条に定めるとおり、その利用者が

可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の

機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す

ものであることを踏まえ、サービスの実施に当たって は以下の点に留意す

ること。



① 入浴介助は、利用者自身で又は家族等の介助によって入浴ができる

ようになることを目的として行うこと。この際、利用者の状態や、

当該 利用者が日頃利用する浴室における当該利用者の動作及び浴室

の環境 を確認し、これを踏まえて、利用者が日頃利用する浴室に近

い環境で 行うことが望ましい。

② 運動器機能向上サービス（利用者の運動器の機能向上を目的として

個別に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持ま

たは向上に資すると認められるものをいう。）は、専ら機能訓練指

導員１名以上配置し、国内外の文献等において介護予防の観点から

有効性が確認されている手法等を用いて行うこと。



名護市介護予防・生活支援
サービス事業の基本報酬

（令和6年4月現在）



●訪問型サービス（現行相当）

➢サービス内容：

従来型の訪問介護（訪問介護員による訪問介護）

入浴・排泄・食事等の身体介護や生活援助

➢提供時間：

１回あたり必要な時間



基本報酬 月の上限単位 備考

１週当たりの標準
的な回数を定める

場合

週1回程度 1,176単位/月 1,176単位/月

標準的に想定され
る１週当たりの
サービス提供頻度

週2回程度 2,349単位/月 2,349単位/月

週2回超 3,727単位/月 3,727単位/月

１月当たりの回数
を定める場合

標準的なサービス 287単位/回

3,727単位 回数の上限はない20～45分の生活援助 179単位/回

４５分以上の生活援
助

220単位/回

※月額報酬で計画の場合、1月の実績が利用予定回数を下回る場合は回数単位となる。
※回数単位の月合計が包括単位を超える場合は包括単位で算定。
※加算・減算については、国が定める現行の介護予防訪問介護と同様。



基準単価 20単位

利用回数

・事業対象者：1回/週
・要支援１：1～2回/週
・要支援２：1～３回/週

●訪問型サービス（基準緩和型：家事お助け隊）

➢サービス内容：生活援助のみ

➢提供時間：１回あたり必要な時間



●通所型サービス（現行相当）

➢サービス内容：
従来型の通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

対象
計画に位置
付けた回数

基本報酬 月の上限単位 備考

１週当たりの
標準的な回数
を定める場合

事業対象者
要支援1

週１回程度 1,798単位 1,798単位/月
4週/月：4回
5週/月：5回

（事業対象者）
要支援２

週２回程度 3,621単位 3,621単位/月
4週/月：8回
5週/月：9～10回

１月当たりの
回数を定まる

場合

事業対象者
要支援1

１～４回/月 436単位
436単位×4回
＝1,744単位

（事業対象者）
要支援２

１～８回/月 447単位
447単位×8回
＝3,576単位

※月額報酬で計画の場合、1月の実績が利用予定回数を下回る場合は回数単位となる。
※回数単位の月合計が包括単位を超える場合は包括単位で算定。
※加算・減算については、国が定める現行の介護予防訪問介護と同様



●通所型サービス（住民主体）

※報酬外サービス

➢サービス内容：地域住民やボランティアが主体となり、

レクリエーションや運動の場の提供

➢サービス利用料：提供事業所によって料金が異なります。


